
Ⅱ  事  業　の　状　況

 １ 　事業の実施状況

(1)　共同水源林造成事業　（森林整備事業）

①　事業の実施一覧 (単位事業量:ｈａ,ｍ,事業費：円)
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　平成２５年度は、５年目を迎える第５期共同水源林造成計画に基づき事業を実施した。

事業の実施に際しては、平成２３年度に策定した経営改善計画に定める森林整備区分及び

整備目標に留意しつつ、平成２５年度までに森林経営計画を３４団地（うち共同計画１６団地）作

成し、森林環境保全直接支援制度や森林整備加速化・林業再生基金制度を活用して活力ある

水源林の造成に努めた。

２５年生以下あるいは胸高直径１８ｃｍ未満の森林では、生育状況に応じて除伐と切り捨て間

伐を主体に事業を実施した。一方、作業路が整備された生育が良好な森林では利用間伐に取

り組み、２，０５１立方メートルを搬出・販売した。

作業路の整備については、平成２６年度まで実施期間が延長された森林整備加速化・林業再

生基金事業により９，１５９ｍの整備を行った。

また、森林の有する公益的機能の極端な低下を防ぐことを目的とした長伐期施業を導入する

ため、分収造林契約を長期間の契約へと変更を進めた。
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②　素 材 生 産 販 売 事 業

運搬販売費用 (Ｂ) 運搬・販売の経費

利用間伐費用 (Ｃ) 選木・伐倒（造材・搬出）の経費

補　助　金 (Ｄ) 利用間伐事業の補助額

分　収　対　象　額 Ａ - ( Ｂ + Ｃ - Ｄ) 分収契約の公社分 円

③　長伐期施業への契約更改

(2)　公益森林管理事業　（公益森林管理事業）

 (単位:円)

郡上市大和町内ヶ谷 Ｈ２５．８．３に実施

２　経営改善の実施状況
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　 平成２３年度に策定した経営改善計画（アクションプラン）に基づき、次のとおり公社経営

の改善に努めた。

（１）　公益社団法人への移行

　　　平成２４年１１月９日付けで公益社団法人への移行認定申請を行い、平成２５年３月２１

   日に認定を受け、平成２５年４月１日公益社団法人へ移行した。

（２）　管理費の縮減

　　　平成２４年度末に退職したプロパー職員１人を後任不補充とし再雇用で対応したほか、

　 関係機関等への支払負担金を見直すなどして管理費の縮減に努めた。

（３）　分収割合の見直し

　　　公有林の分収割合の見直しに着手し４市町に対して説明し、今年度は１町について

　 同意を得て契約変更を完了した。

（４）　整備区分の判定

　　　分収造林契約地の地位に応じた適切な森林施業を実施するため、森林整備区分の

　 判定を完了した。

（５）　情報の提供

　　　分収造林地の現況等や公社の事業概要、経営改善への取り組み状況を分収造林契

　 約者に紹介するため、森林公社と共同で広報誌「森の息吹」を発行した。

（６）　オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ制度）の導入

　　  間伐による森林吸収量を認証する｢間伐促進プロジェクト｣によるクレジットの販売に取

　 り組み今年度は２８ｔ－ＣＯ２を売上げた。

河川の上流域における森林の整備を通して水源の涵養をはじめとする森林の有する公益的

機能の持続的発揮を図るといった当公社の目的を幅広く普及・啓発するため、水源林見学会を

開催したほか関係機関が主催する各種関連イベントへ積極的に参加した。

水源林見学会は、郡上市大和町の公社有林において、三県一市の後援のもと愛知県、三重

県、岐阜県及び名古屋市に在住の小学生とその保護者１７組４６名の参加を得て開催し、自然

観察や間伐の体験を通して水源林についての理解を深めた。

関連イベントへの参加については、名古屋市上下水道局主催の｢なごや水フェスタ｣｢上下流

交流イベント・エコ市｣に出展あるいは参加して、公社事業を紹介するパネル等の展示や丸太切

り体験などを実施した。
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 ３　重要な契約に関する事項

(１)　（株）日本政策金融公庫借入金

① 契約の種類

長期借入金契約

②　契約の内容
(単位：千円)

元利均等10年償還

元利均等15年償還

元利均等20年償還

③　借入時期

④　借入額

内訳 (単位：千円)

(２)　市中金融機関借入金

平成２５年度該当なし

H25-11-173 6,000

元利均等10年償還

元利均等20年償還0.90% H80.9.20

0.90%

償還期間

林業基盤資金非補助

森林整備活性化資金3/5

元利均等15年償還

計 16,700

0.00% H55.9.20

H75.9.20 35年

6,420

16,700,000円

林業基盤整備資金補助2/5

35年

据置期間

20年

備考

H25-11-172

H25-11-171

4,280

35年林業基盤整備資金 4,280 0.90%

平成25年3月13日

借入額 年利率

森林整備活性化資金 6,420 0.00% 20年

0.90%

償還期限

〃 6,000 35年

貸付決定番号

年利率

　 平成２３年度に策定した経営改善計画（アクションプラン）に基づき、次のとおり公社経営

の改善に努めた。

（１）　公益社団法人への移行

　　　平成２４年１１月９日付けで公益社団法人への移行認定申請を行い、平成２５年３月２１

   日に認定を受け、平成２５年４月１日公益社団法人へ移行した。

（２）　管理費の縮減

　　　平成２４年度末に退職したプロパー職員１人を後任不補充とし再雇用で対応したほか、

　 関係機関等への支払負担金を見直すなどして管理費の縮減に努めた。

（３）　分収割合の見直し

　　　公有林の分収割合の見直しに着手し４市町に対して説明し、今年度は１町について

　 同意を得て契約変更を完了した。

（４）　整備区分の判定

　　　分収造林契約地の地位に応じた適切な森林施業を実施するため、森林整備区分の

　 判定を完了した。

（５）　情報の提供

　　　分収造林地の現況等や公社の事業概要、経営改善への取り組み状況を分収造林契

　 約者に紹介するため、森林公社と共同で広報誌「森の息吹」を発行した。

（６）　オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ制度）の導入

　　  間伐による森林吸収量を認証する｢間伐促進プロジェクト｣によるクレジットの販売に取

　 り組み今年度は２８ｔ－ＣＯ２を売上げた。

償　還　期　間据置期間借　入　資　金　別 借入額



(３)　社員借入金

① 契約の種類

長期借入金契約

②　契約の内容

２０年以内に一括

元金１０年利息２０年以内

元金１０年利息２０年以内

③　借入時期及び借入額

 (単位:千円)

416,462

名古屋市

計

岐　阜　県

合　　計

愛　知　県

26,028

三　重　県 26,028

208,232

156,174

岐　阜　県

平成26年2月28日 10,452

平成26年2月28日 1,742 三　重　県

計 27,875

16,191

16,191 名古屋市

第 ３ 回

平成26年2月28日 13,939

愛　知　県

平成26年2月28日 1,742 名古屋市

平成25年8月30日

愛　知　県

97,148 愛　知　県

8,095

三　重　県

名古屋市

8,095

平成25年8月30日

平成25年6月28日

第 ２ 回

平成25年8月30日 129,529 岐　阜　県

平成25年8月30日

計 259,059

三　重　県

区　　分 時　　　　　期

第 １ 回

平成25年6月24日 64,764

平成25年6月28日

129,528

48,574

平成25年6月25日

計

金　　　額

岐　阜　県

借 入 先

償    還    期    間

岐　阜　県 (所要額)×５０.００％ 0.30% ４０年

年利率

名古屋市

元金２ｹ年利息１０年後の年度に一括４０年(所要額 )×６ .２５％

(所要額)×３７.５０％ 0.30%愛　知　県

三　重　県 0.30%

４０年

借　入　先 借    入    額

４０年(所要額 )×６ .２５％ 0.30%

据置期間



 ４　役員会等に関する事項

 (１)　総　　会

第１回定時社員総会

提出議案

第１号議案 理事の選任について

第２号議案 監事の選任について

第３号議案 平成２４年度事業報告について

第４号議案 平成２４年度収支決算について

第５号議案 基本財産の処分について

決議事項

第１号議案～第５号議案は、いずれも原案どおり承認可決された。

提出議案

第１号議案 役員の選任について

決議事項

第１号議案は、原案どおり決議があったものとみなされた。

 (２)　理事会

提出議案

第１号議案 第１回定時社員総会の開催日時及び場所の決定につい

て

第２号議案 第１回定時社員総会への提出議案について

第３号議案 社員総会に出席しない社員の議決権の行使について

第４号議案 平成２５年度事業計画について

第５号議案 平成２５年度収支予算について

第６号議案 平成２５年度社員借入金の社員別金額及び借入時期に

ついて

第７号議案 平成２５年度借入金の最高限度額について

第８号議案 会計監査人の報酬について

第９号議案 分収造林事業の見通し及び今後の対応の公表について

決議事項

提出議案のいずれも原案どおりに承認可決された

報告事項 公益社団法人への移行について

経営改善計画実施状況報告について

社員総数

第１回 ７　人

開催場所

出席者数 出席率

平成25年6月25日 みの観光ホテル

(　　　)は
議決件数

回　数

H25.5.31

出席理事数開催年月日

委任状提出

(854)

24

(833)

本人出席数

24

社員総数 同意者数

0

社員の
出席状況

代理出席数

(99.9%)(13)

4

(853)

23

(7)

7 12 95.8%

種別

種別 開催年月日

(　　　)は
議決件数

24

同意者数

24

提　　出　　議　　案　　及　　び　　議　　決　　事　　項

同意者率
社員の

意思表示状況

平成26年3月31日決議の省略による社員総会

開催年月日

100.0%

(854) (854) (0) (0) (854) (100.0%)

0



提出議案

第１号議案 平成２５年度事業計画の変更及び収支予算の補正等に

ついて

第２号議案 平成２６年度事業計画及び収支予算について

第３号議案 平成２６年度借入金の最高限度額について

第４号議案 平成２６年度社員借入金の社員別金額及び借入時期に

ついて

第５号議案 理事会の議決を要する規程の一部改正について

第６号議案 公益社団法人木曽三川水源造成公社特例職員の給与

等に関する規程の廃止について

第７号議案 事務局長の承認について

第８号議案 決議の省略による社員総会の開催について

第９号議案 役員の選任候補者について

第１０号議案 職員の表彰について

決議事項

提出議案のいずれも原案どおりに承認可決された

報告事項

（１） 分収割合の変更について

（２） 国に対する要望活動について

平成２５年度包括外部監査の結果報告について

（４） 組織体制について

 (３)　連絡会議

提出議案

代理 第４５回通常総会への提出議案について

第１号議案 第４５回通常総会提出議案について

平成２４年度事業報告について

平成２４年度収支決算について

理事の選任について

監事の選任について

基本財産の処分について

第２号議案 理事会への提出議案について

平成２５年度事業計画について

平成２５年度収支予算について

平成２５年度社員借入金の社員別金額及び借入時期に

ついて

平成２５年度借入金の最高限度額について

第４５回通常総会の開催日時及び場所の決定について

社員総会に出席しない社員の議決権の行使について

分収造林事業の見通し及び収支の改善について

第１回理事会への報告事項

公益社団法人への移行について

決議事項

回　数

第２回 H26.3.25

　提出議案のいずれも原案どおりに承認可決され第１回理事会に送付
された

８　人

提　　出　　議　　案　　及　　び　　議　　決　　事　　項出席理事数

第１回 H25.5.14 ２  人

（３）

４　人

開催年月日

回　数 開催年月日 出席委員数 提　　出　　議　　案　　及　　び　　議　　決　　事　　項

  



提出議案

代理 平成２５年度第２回理事会への提出議案について

第１号議案 平成２５年度事業計画の変更及び収支予算の補正等に

ついて

第２号議案 平成２６年度事業計画及び収支予算について

第３号議案 平成２６年度借入金の最高限度額について

第４号議案 平成２６年度社員借入金の社員別金額及び借入時期に

ついて

第５号議案 公社就業規程の変更について

第６号議案 職員の表彰について

第２回理事会への報告事項

役員の選考手続きについて

包括外部監査について

分収割合の変更について

決議事項

 (４)　監　査

 ５　収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移

(単位:百万円)

注：単位以下を四捨五入したので差し引きが合わないことがある

586

　特に指摘事項なし

564584

△ 27 6

H25.5.21 岐阜県

開催年月日 出席幹事数

塚中和巳

13

２５年３月期

監 査 講 評監　　　　　事　　　　　名

２２年３月期 ２３年３月期

前 期 繰 越 収 支 差 額 26

実 施 年 月 日 監 査 の 範 囲

H26.2.28 ２  人

回　数

46

事 業 年 度

　提出議案のいずれも原案どおりに承認可決され第２回理事会に送付
された

４　人

第２回

13

12

当 期 支 出 合 計
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Ⅲ  法  人  の  課  題

１　経営に関する課題

（１）管理費の縮減

（２）中間収入の確保（利用間伐の推進）

（３）長期収支の把握

２　共同水源林造成に関する課題

（１）長伐期施業への契約更改

（２）作業路の計画的な整備

（３）集約施業の推進

３　公益法人制度改革に関する課題

４　分収林契約者情報に関する課題

分収造林事業は非常に長い期間を要する事業であり、事業に大きくかかわる木材価格
をはじめとする経営環境因子は常に変化している。

平成２５年度に受検した包括外部監査においても、こうした因子の変化により将来発生し
うる収支の幅を見積り、その対応を検討していく必要があると指摘を受けており、長期収支
の適正な把握と必要な措置を講じていく必要がある。

森林施業の集約化が進められている中、分収造林地においても効率的な事業の実施を
進めるため、森林組合と連携しつつ周囲の個人有林との集約化を図る必要がある。

利用間伐の推進や効率的な森林施業に必要不可欠な作業路について、計画的な整備
が必要である。

長伐期施業を導入し森林の有する公益的機能の維持増進を図るためには、土地所有者
の理解を得たうえで分収造林契約を長期間の契約へと変更することが必要である。

今年度で公社設立４６年になり、分収造林地の中には利用間伐の対象になる森林が増
えつつあるので、生産コストの低減を図りつつ積極的な利用間伐による中間収入の確保を
進め公社経営の安定化に資する必要がある。

　 分収林契約の中には、相続や贈与により契約者や契約者の所在が変更になることがあ
るので、契約者情報の的確な把握に努める必要がある。

当公社の経営は、木材価格や木材生産コストの変動に大きく左右され、昭和５５年以降
の木材価格の低迷や労務単価の高騰は経営環境を大変厳しいものとしている。
　そのため、管理費の縮減に努めるなど一層の経営改善の推進が必要である。

　 公益社団法人への移行を契機として、今まで以上に公社事業の公益性と水源林整備の
重要性について広く流域住民に普及啓発することが必要である。


